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＜総説＞

抄録
目的：受動喫煙の防止を図るため制定された改正健康増進法に基づいて，保健所が実施する受動喫煙
対策事業の2019年 7 月時点での実施・準備状況等を明らかにする．
方法：全国472カ所の保健所長に対し，2019年 7 月に電子メールにより調査票を送信し，回答を求めた．
回答数は，328保健所（回答率69.5％）であった．
結果：①第一種施設である保健所が敷地内禁煙で特定屋外喫煙場所を設置していないのは，222保健所
（67.8％）であった．②学校で2018年度に一度でもなんらかの喫煙防止対策を行っているのは，226保
健所（68.9％）であり，2008年度の同様の調査（実施率80.0％）に比較して減少していた．③2018年度
に一度でも管内の医療機関での受動喫煙対策の状況把握をしたのは，99保健所（30.2％）で，禁煙治
療医療機関の紹介，情報提供をしたのは，199保健所（60.7％）で，それぞれ2008年度の同様な調査（実
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I．はじめに

改正健康増進法[1]の施行により，2019年 7 月 1 日から
学校，医療機関，行政機関など第一種施設で敷地内禁煙
が義務化され，2020年 4 月 1 日からは飲食店など第二種
施設での受動喫煙対策が義務化されることとなった．
各施設での受動喫煙対策に必要な指導，助言等は主と

して保健所が担当することとなるため，全国の保健所に
おける対策の現状と法施行に向けた今後の取り組み計画
等について調査し，その結果を全国の保健所へ還元して
今後の取り組みの参考に資するためにアンケート調査を
企画した．
また，全国保健所長会から「喫煙対策の推進に関する

行動宣言」（2003年度）[2]が出され，引き続き2010年度
には，「喫煙対策の推進に関する行動宣言2010」[3]が提
起された．この行動宣言に盛り込まれた数値目標（保健

所長の喫煙率，保健所の敷地内禁煙の割合，公共施設等
の受動喫煙対策等の把握率，禁煙支援の実施率）につい
ても可能な範囲で達成度合いを検証することとした．以
下 3 点の視点から，調査結果をまとめたので，報告する．
⑴保健所は，行政機関であり，改正健康増進法でいう
第一種施設であり，公衆衛生の向上を図る機関として，
その対応が求められている．
⑵保健所は，地域保健法[4]において，地域における公
衆衛生の向上と増進を図るために設置されたものとさ
れており，「地域保健に関する思想の普及と向上に関
する事項」として，住民等へ「受動喫煙対策」の対応
が求められる．
⑶保健所は，行政機関の中でも，多くの専門職が配置さ
れ，専門的立場での助言・指導を行っているが，改正
健康増進法の施行にあたっては，取り締まり機関とし
ての役割も求められている．

施率53.9％，88.5％）に比較して減少していた．④第一種施設に対する指導，助言等について，保健所
内で担当する部門は，「保健部門」が208保健所（63.4％），「企画・総務部門」が77保健所（23.5％）
であり，当保健所で実施しないと回答したのは31保健所（9.5％）であった．⑤2019年 7 月 1 日時点で，
第二種施設である飲食店に対する指導・助言等について，保健所内で担当する部門は，「保健部門」
が154保健所（47.0％）で，「企画・総務部門」が45保健所（13.7％）であり「未定」と回答したのは
100保健所（30.5％）であった．
結論：第一種施設である保健所が敷地内禁煙で特定屋外喫煙場所を設置していないのは，222保健所
（67.8％）であった．改正健康増進法に基づく第一種施設及び第二種施設である飲食店を対象に受動
喫煙対策を保健所内で担当する部門は，「保健部門」と答えた保健所が最も多かった．同法の円滑な
施行のために，受動喫煙対策の情報共有が必要であり，全国の保健所における同法に基づく受動喫煙
対策の現状と取り組み状況を2020年度以降についても引き続き調査していくことが重要と考える．

キーワード：改正健康増進法，保健所，敷地内禁煙，受動喫煙

Abstract
Objectives: To examine the response of the Public Health Centers (PHCs) to the revised Health Promo-
tion Act (the smoke-free legislation) in Japan, as of July 2019, a survey was carried out.
Methods: Out of 472 PHCs, 328 self-administered questionnaires were returned by e-mail. (response rate: 
69.5%)
Results: It was found that 67.8% of PHCs that are supposed to provide smoke-free environments in both 
indoor and outdoor places, do not have any designated smoking spaces. In 2018, 68.9% of PHCs have 
conducted programs to prevent the initiation of tobacco use among school children. The rate has declined 
compared to that of the 2008 survey where 30.2% and 60.7% of the PHCs have collected information on the 
implementation of a smoke-free policy and distributed the smoking cessation programs in medical facilities 
in 2018, respectively. These rates have declined compared to those of the 2008 survey. The rate of PHCs 
indicating that their public health division was responsible for promoting a smoke-free policy for public plac-
es and restaurants, was 63.4% and 47.0%, respectively. However, 9.5% of PHCs showed that they were not 
responsible for the public places and 30.5% have not yet determined which division was responsible for the 
restaurants. 
Conclusions: Further investigation needs to be done to promote the response of PHCs to the revised 
Health Promotion Act.

keywords:  Revised Health Promotion Act, public health centers, smoke-free environments, second-hand smoke
(accepted for publication, March 23, 2020)
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II．調査方法

 1 ．実施対象
調査対象を全国472保健所とした．全国保健所長会
メーリングリストを通じて，調査票を送付し，2019
年 7 月 3 日に保健所長に回答を依頼した．その際，全国
所長会会長の協力依頼文を添え，アンケート用紙を添付
し，保健所名を明記してもらい回答を求めた．回答率が
低かったため回答期限を 2 回延長し，最終的に 8 月 7 日
を回答期限とした．472保健所のうち328保健所から回答
があり，回答率は69.5％となった．設置主体別では，都
道府県359保健所中246保健所（68.5％），政令指定都市
26保健所中22保健所（84.6％），中核市・保健所政令市
64保健所中43保健所（67.2％），特別区23保健所中17保
健所（73.9％）より回答があった．

 2 ．調査項目
♳保健所の喫煙環境
・保健所の設置主体
・保健所の施設が他部門と複合施設か単独施設か
・敷地内禁煙か，特定屋外喫煙場所を設置しているか
・保健所の敷地外周辺の喫煙対策
♴保健所の受動喫煙対策等（過去 1 年間）
・学校での喫煙防止対策
・受動喫煙対策（医療機関，医療機関以外の第一種施設，
飲食店，
・飲食店以外の第二種施設，職域，家庭，健康づくり関
係団体など）
・禁煙サポートの推進
♵保健所内での改正健康増進法への準備状況，担当部門
等（2019年 7 月 1 日時点）
・受動喫煙に関する知識の普及，受動喫煙防止に関する
意識の啓発
・第一種施設の指導及び助言・勧告，命令，立ち入り検
査等
・第二種施設（飲食店）の指導及び助言・勧告，命令，
立ち入り検査等
・既存特定飲食提供施設からの喫煙可能室設置に関する
届け出受理
・飲食店に対する市民からの苦情・通報の受付
・喫煙専用室等の技術的基準適合確認

 3 ．分析方法
各項目に関する単純集計及び保健所の設置主体別（都

道府県型，政令指定都市，中核市・保健所政令市，特別
区）のクロス集計等を行い，2019年 7 月 1 日時点におけ
る保健所の受動喫煙対策実施状況や改正健康増進法に基
づく対策の準備状況などを明らかにした．

 4 ．倫理的配慮
本調査は受動喫煙対策という行政活動の準備状況を含

めた全国の保健所における実態の把握を目的としたもの
であり，「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」
[5]の適用外である．集計結果の表示に当たっては，特
定の保健所の結果であることが類推できないように配慮
した．

III．結果

 1 ．保健所の喫煙環境
保健所単独の施設は，113保健所（34.5％），他部門と
の複合施設が，158保健所（48.2％），その他が57保健所
（17.4％）であった．（表 1 ）
保健所の敷地内禁煙状況について，「敷地内禁煙で特
定屋外喫煙場所は設置していない」保健所は，全体で
222保健所（67.8％）であった．単独施設では106保健所
（93.8％），他の部門との複合施設では79保健所（50.0％）
であった．（表 2 ）
特定屋外喫煙場所を残さざるを得なかった要因として，
97保健所のうち，「施設管理は他部門が管轄しているた
め」が62保健所（63.9％），「敷地外での喫煙に対して苦
情が予想されるため」が37保健所（38.1％），「職員の理
解が得られないため」が35保健所（36.1％）などがあげ
られた．

表 1　設置主体別受動喫煙防止対策状況

表 2　施設状況別敷地内禁煙状況

 2 ．保健所の敷地外周辺の喫煙対策
保健所の敷地外周辺の喫煙対策を「行っている」保健
所が33保健所（14.9％）で，内容は「職員などへの啓発，
注意喚起をしている」が17保健所，「敷地外の隣接地に
特定屋外喫煙所などの喫煙場所がある」が14保健所，「敷
地外での喫煙は条例で制限されている」が 2 保健所，「そ
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の他」が 1 保健所であった．

 3 ．保健所の受動喫煙対策等（過去 1 年間）
♳学校での喫煙防止対策（表 3 ）
「学校での講義・啓発イベント」が163保健所
（49.7％），「学校での啓発媒体の配布」が146保健所
（44.5％）である一方，「2018年度には学校での喫煙対
策を行っていない」のは，102保健所（31.1％）であった．
政令指定都市の保健所では，12保健所（54.5％）が「2018
年度には学校での喫煙対策を行っていない」と回答した．

表 3　学校での喫煙防止対策

♴受動喫煙対策の状況把握（表 4 ）
受動喫煙対策の状況把握では，対象施設ごとに医療機
関（医療監視の際に確認）が99保健所（30.2％），医療
機関以外の第一種施設が74保健所（22.6％），飲食店が
39保健所（11.9％），飲食店以外の第二種施設28保健所
（8.5％）であった．一方，「2018年度には実施していな
い」との回答が140保健所（42.7％）からあった．

表 4　受動喫煙対策の状況把握

♵受動喫煙対策の啓発，講演，指導等（表 5 ）
対象領域では，職域（企業，商工会議所等）が183保
健所（55.8％），飲食店が142保健所（43.3％），健康づく
り関係団体が，121保健所（36.9％）となっている．
設置主体別でみると都道府県保健所の159保健所
（64.6％）が職域（企業，商工会議所等）を対象に受動
喫煙対策をおこなっているが，特別区保健所では 1 保健
所（5.9％）しか行っていない．また，家庭に対しては，
政令指定都市保健所の 9 保健所（40.9％），特別区保健
所の 6 保健所（35.3％）が受動喫煙対策を行っているの
に対して，都道府県保健所では43保健所（17.5％）と少

なかった．

表 5　受動喫煙対策の啓発、講演、指導等

♶禁煙サポートの推進（表 6 ）
禁煙サポートの推進について，「禁煙治療医療機関の
紹介，情報提供」は，199保健所（60.7％）が，「職域へ
の啓発，講演会の開催等」は124保健所（37.8％）が，「一
般市民への啓発，講演会の開催等」は118保健所（36.0％）
が行っていると回答した．
都道府県保健所では22保健所（8.9％）しか「妊産婦

や家族への禁煙支援」を行っていなかったが，政令指定
都市などの市区型保健所では，「妊産婦や家族への禁煙
支援」を行っている割合が59.1％から76.5％までと高かっ
た．

表 6　禁煙サポートの推進

 4  ．保健所内での改正健康増進法への準備状況，担当
部門等（2019年 7 月 1 日時点）

⑴ 2019年 1 月24日施行の「受動喫煙に関する知識の普及，
受動喫煙の防止に関する意識の啓発」業務の担当部門
と実施状況（表 7 ）
「保健部門」が246保健所（75.0％），「企画・総務部門」
は64保健所（19.5％）であり，「当保健所で実施しない」
と回答したのは，23保健所（7.0％）であった．政令指定
都市では，12保健所（54.5％）が実施していないと回答
している．
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表 7　2019年1月24日施行の受動喫煙の啓発業務等の状況

⑵ 2019年 7 月 1 日施行の「第一種施設に対する指導及び
助言・勧告，命令，立入検査等」の業務の担当部門と
実施状況（表 8 ）
「保健部門」が208保健所（63.4％），「企画・総務部門」

が77保健所（23.5％）であり，「当保健所で実施しない」
と回答したのは31保健所（9.5％）であった．政令指定
都市では13保健所（59.1％）は「当保健所で実施しない」
と回答している．

表 8 　2019年 7 月 1 日施行の第一種施設に対する指導等
の業務の担当部門と実施状況

⑶飲食店に対する業務
ア 　「指導及び助言・勧告，命令，立入検査等」の担当
部門と実施状況（表 9 ）
「保健部門」が154保健所（47.0％），「企画・総務部門」
が45保健所（13.7％）であり，「当保健所で実施しない」
と回答したのは24保健所（7.3％）であった．「未定」と
回答したのは100保健所（30.5％）であった．

表 9 　飲食店に対する「指導及び助言・勧告、命令、立
入検査など」の担当部門と実施状況

イ　喫煙可能室設置に関する届け出担当部門（表10）
「保健部門」が142保健所（43.3％），「企画・総務部門」
が45保健所（13.7％）であり，「当保健所で実施しない」
と回答したのは26保健所（7.9％）であった．「未定」と
回答したのは103保健所（31.4％）であった．

表10　喫煙可能室設置に関する届け出担当部門状況

ウ 　飲食店に対する「市民からの苦情・通報の受付窓
口」の担当部門（表11）
「保健部門」が163保健所（49.7％），「企画・総務部門」
が48保健所（14.6％）であり，「当保健所で実施しない」
と回答したのは24保健所（7.2％）であった．「未定」と
回答したのは85保健所（25.9％）であった．

表11　市民からの苦情・通報の受付窓口」の担当部門状況

エ 　「喫煙専用室等の技術的基準適合確認」の担当部門
（表12）
「保健部門」が130保健所（39.6％），「企画・総務部門」
が38保健所（11.6％）であり，「当保健所で実施しない」
と回答したのは24保健所（7.3％）であった．「未定」と
回答したのは126保健所（38.4％）であった．

表12　「喫煙専用室等の技術的基準適合確認」の担当部門状況
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IV．考察

2003年 5 月 1 日に健康増進法[1]が施行された．2003
年 5 月に「たばこの規制に関する世界保健機関枠組み
条 約 」（WHO Framework Convention on Tobacco Con-
trol:FCTC）[6]が採択され，2003年10月に，全国保健所長
会は，総会で採択された「喫煙対策の推進に関する行動
宣言」（2003年度） [2]に基づき，2004年度から2008年度ま
で毎年保健所の喫煙対策の現状について調査を実施した
[7-11]．2010年度には，「喫煙対策の推進に関する行動宣
言2010」[3]が出されたが，その後の調査は行なわれて
いない．そこで，今回の調査を2008年度の調査[11]結果
と比較した．
なお，2008年度の調査[11]では，全国517保健所から

410保健所の回答を得て（回収率：79.3％），結果を「県
型保健所」と「県型以外の保健所（政令市・特別区保健
所）」の設置主体別に比較していた．そこで，今回の調
査結果を2008年度の結果と比べるために，今回の調査
における設置主体別で都道府県保健所を「県型保健所」，
それ以外の政令指定都市，中核市・保健所政令市及び特
別区保健所をまとめて「県型以外の保健所」とし，考察
した．

 1 ．保健所の喫煙環境
2008年度の調査[11]によれば，保健所としての喫煙環

境について敷地内禁煙18.0％，施設内禁煙61.5％で，敷
地内禁煙保健所が，2004年度から 8 倍以上増加しており，
「少なくとも施設内禁煙となっている施設」の割合は，
2004年度から約1.5倍となっていた．また，単独庁舎で
は敷地内禁煙28．5％，施設内禁煙68.7％で，合計97.2％
となっているのに対し，集合庁舎では敷地内禁煙6.7％，
施設内禁煙53.3％，合計で60.0％であった．
今回の調査では，「敷地内禁煙で特定屋外喫煙場所は

設置していない」保健所は，単独施設では93.8％，他の
部門との複合施設では50.0％であった．「敷地内禁煙で
特定屋外喫煙場所を設置している」と合わせると，それ
ぞれ99.0％，96.8％であった．改正健康増進法の第一種施
設に関しては2019年 7 月 1 日に施行されており，特定屋
外喫煙場所の設置を含めて今回の調査時においては，敷
地内禁煙率は100％となる必要がある．
さらに，改正健康増進法による第一種施設とは，学校・
病院・児童福祉施設等の受動喫煙により健康を損なう恐
れが高い者が主として利用する施設と，国民や住民の健
康を守る観点から受動喫煙対策を総合的かつ効果的に推
進するよう努めなければならない責務が課せられ，受動
喫煙対策をより一層高めた措置を自ら講ずることが必要
となる行政機関である．保健所は，医療法で定める医療
機関であり，行政機関でもある．特定屋外喫煙場所を設
置することができるものの，原則として，敷地内禁煙が
求められている．
また，「喫煙対策の推進に関する行動宣言2010」[3]で

は，「保健所の施設は敷地内禁煙をめざす．」となってい
る．全国保健所長会の2019年度の総会で採択された「喫
煙対策の推進に関する行動宣言2019」[12]では，2021年
の目標として，「保健所の敷地内全面禁煙の割合を100％
にする．」となっており，保健所の敷地内全面禁煙を求
めている．
特定屋外喫煙場所を残さざるを得なかった要因として，
今回の調査では，「施設管理は他部門が管轄しているた
め」62保健所（63.9％），「敷地外での喫煙に対して苦情
が予想されるため」37保健所（36.1％），「職員の理解が
得られないため」35保健所（36.1％）などがあげられて
いることから，特定屋外喫煙場所を残さないようにする
ためには，関係機関との連携が必要とされるところであ
る．

 2 ．保健所での喫煙対策
全国保健所長会の「喫煙対策の推進に関する行動宣言
（2003年）」[2]によれば，保健所は，地域保健の広域的，
専門的かつ技術的な拠点（地域保健法に基づく基本指
針）[13]として，喫煙対策の推進について積極的な役割
が期待されている
学校の喫煙防止教育は2008年度の調査[11]によれば，
80.0％（県型82.7％，県型以外71.4％）実施され，県型
保健所での実施率が高かった．
今回の調査では，学校でのなんらかの喫煙対策を行っ
ているのは，全体で68.9％，県型保健所70.7％，県型以
外の保健所63.4％であり，2008年度より保健所による学
校での喫煙対策の実施については減少していた．
医療機関への立ち入り検査時の受動喫煙対策に関する
調査は，2008年度の調査[10]によれば53.9％（県型59.6％，
県型以外35.7％）で，全体として半数以上の保健所で実
施されていた．今回の調査では，30.2％（県型34.1％，県
型以外18.3％）の実施率であり，減少が認められた．
医療法による立ち入り検査[14]については，保健所が
全体の82％を占めたが，本庁主管部局が単独あるいは保
健所と共同で行う例がみられたので，医療法による立ち
入り検査の実施主体についても併せて調査する必要があ
る．
公共施設等での受動喫煙対策については，2008年度の
調査[10]によれば，「禁煙・分煙実施の状況の把握」を
みると，他部局把握を含めて74.2％（県型76.3％，県型
以外　67.4％）であった．今回の調査では，必ずしも対
象施設が2008年度の調査結果と同じではないが，全体で，
医療機関以外の第一種施設については，22.6％を把握し
ている．
事業所の受動喫煙防止対策，禁煙教育・相談に対する
支援では，2008年の調査[11]によれば67.6％（県型72.4％，
県型以外52.0％）であった．
今回の調査で，設置主体別でみると都道府県保健所の
64.6％が職域（企業，商工会議所等）を対象に受動喫煙
対策をおこなっており，2008年度調査と同様の割合であ
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る．
禁煙サポートの支援については，2008年度の調査[11]

によれば，88.5％（県型89.1％，県型以外72.5％）の保健
所は，禁煙治療医療機関（保険適用外を含む）の把握を
していたが，今回の調査では，「禁煙治療医療機関の紹介，
情報提供」について全体では，60.7％（県型56.9％，県型
以外　72.0％）であった．県型の保健所での把握率が減
少していた．
今回の調査では，都道府県保健所の8.9％しか「妊産
婦や家族への禁煙支援」を行っていなかったが，政令指
定都市などの県型以外の保健所では，「妊産婦や家族へ
の禁煙支援」を行っている比率が59.1％から76.1％と高
い．これは，母子保健業務の所管が，市町村にあるので，
県型以外の保健所が「妊産婦や家族への禁煙支援」を実
施する機会が多いためと考えられる．

 3  ．保健所内での改正健康増進法への準備状況，担当
部門等（2019年 7 月 1 日時点）
健康増進法第25条を適切に実施するための保健所か

らの情報提供は，2008年度の調査[11]によれば86.1％（県
型90.1％，県型以外73.5％）で，県型以外の保健所では，
他部局での実施が多くなっていた．
今回の調査では，2019年 1 月24日施行の「受動喫煙に

関する知識の普及，受動喫煙の防止に関する意識の啓
発」業務について，「当保健所で実施しない」と回答し
たのは，23保健所（7.0％）であった．政令指定都市では，
12保健所（54.5％）は実施していないと回答している．
2019年 7 月 1 日施行の「第一種施設に対する指導及び
助言・勧告，命令，立入検査等」の業務の担当部門と実
施状況について，1月24日施行の「受動喫煙に関する知識
の普及，受動喫煙の防止に関する意識の啓発」の実施状
況に比べて，「当保健所で実施しない」と回答したのは，
23保健所（7.0％）から31保健所（9.5％）と増加してい
た．政令指定都市でも，12保健所（54.5％）から13保健
所（59.1％）と増加していた．
「喫煙可能室設置に関する届け出」の担当部門，「市

民からの苦情・通報の受付窓口」の担当部門，「喫煙専
用室等の技術的基準適合確認」の担当部門のそれぞれ
の質問項目について，「当該保健所で実施しない」と回
答したのは，26保健所（7.9％），24保健所（7.3％），24保
健所（7.3％）であった．「未定」と回答したのは，それ
ぞれの質問項目について103保健所（31.4％），85保健所
（25.9％），126保健所（38.4％）であった．
このため，来年度以降の調査を行い，担当部門，実施

状況等を確認する必要がある．

V．まとめ

改正健康増進法に基づいて保健所が実施する受動喫煙
防止事業の2019年 7 月時点での実施・準備状況等を明ら
かにするために，全国472カ所の保健所長に対し，2019

年 7 月に電子メールにより調査票を送信し，回答を求め
た．回答数は，328保健所（回答率69.5％）であった．
第一種施設である保健所が敷地内禁煙で特定屋外喫煙
場所を設置していないのは，222保健所（67.8％）であっ
た．改正健康増進法に基づく第一種施設及び第二種施設
である飲食店を対象に受動喫煙対策を保健所内で担当す
る部門は，「保健部門」と答えた保健所が最も多かった．
同法の円滑な施行のために，受動喫煙対策の情報共有
が必要であり，全国の保健所における同法に基づく受動
喫煙対策の現状と取り組み状況を2020年度以降について
も引き続き調査していくことが重要と考える．
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